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子どもの権利条約 
校長 平野 真由美  

 

私が常日頃から関心をもっていることの一つに「子どもの権利条約」があります。「子どもの権利条約
（児童の権利に関する条約）」は、１９８９年にユニセフをはじめとする国際機関や世界の国々が協力
して制定した、世界の全ての子どもがもつ権利を定めた条約です。日本は１９９４年にこの条約を批准
しました。 
「子どもの権利条約」では、子どもの発達に応じて、その権利が実現するよう指導する責任はまず保
護者にあること、条約を批准した国は、条約にある権利が実現するよう法律などを整え、利用できる最

大の手段を用いること、また、大人にも子どもにもこの条約の内容を知らせるようにと定めています。
渋谷区が目指す「未来の学校」の実現のためには、この「子どもの権利条約」の視点は欠かせません。
しかし、「子どもの権利条約」について、あまり知られていないのが現状です。ということで、７月号で
は「子どもの権利条約」について少し紹介させていただけたらと思います。 
早速ですが、「子どもの権利条約」には、四つの原則があります。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

文字で読むと当たり前のことばかりに思えます。しかし、この当たり前のことが、学校で、地域で、
家庭で、私たちの生きるこの現実の世界で、実現されているかと考えたとき、立ち止まってしまいます。

力強くうなずくことは、私はできません。「子どもたちに権利を与えると、わがままになって大人の言う
ことを聞かなくなる。」と言う声も耳にすることがありますが、本当にそうでしょうか。子どもに限ら
ず、大人も含めて、人間はわがままなものです。それに、子どもたちは、自分の権利ばかり主張してい
たら社会が成り立たないことを、子どもたちになりに理解しています。 
そもそも、なぜ私が「子どもの権利条約」に関心をもったがあるか、ということは、次回お伝えした
いと思います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆命を守られ成長できること 
 すべての子どもの命が守られ、もって生まれ
た能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、
教育、生活への支援などを受けることが保証さ

れています。 

 

◆子どもにとって最もよいこと 
 子どもに関することが決められ、行われると
きは、「その子どもにとって最もよいことは何
か」を第一に考えます。 

 

◆意見を表明し参加できること 
 子どもは自分に関係のある事柄について自由
に意見を表すことができ、大人はその意見を子
どもの発達に応じて十分に考慮します。 

 

◆差別のないこと 
 全ての子どもは、子ども自身や親の人種や国
籍、性、意見、障がい、経済状況など、どんな理
由でも差別されず、条約の定める全ての権利が
保障されます。 

 

７月の生活指導目標・保健目標 
体や身の回りを清潔にしよう！ 

いよいよ、本格的な夏がやってきそうです。 
学校では熱中症予防の観点から、「のどが渇く前に水分を補給すること」、そして「汗拭きタオル

で自分の汗を拭くこと」を繰り返し指導していきます。気温が 30℃を超えると、水筒の中身や汗拭
きタオルが足りない場合もあります。そういう時のために、大き目の水筒や 2枚目の予備用タオル
も用意していただくと助かります。 
今月の生活指導目標「体や身の回りを清潔にしよう！」に沿って、暑い夏の季節を上手に過ごし
ていける工夫を考えていきましょう。 
★視力検査、聴力検査、歯科検診の結果、医療機関の受診が必要とされるお子様は、お早めに受診
していただき、報告書（色のついた紙）は学校にご提出ください。 
★夏季休業中もご家庭での検温等、健康観察のご協力をお願いいたします。いつもと異なる症状が
ありましたら、医療機関を受診し、適切な医師の診断と治療を受けてください。 

https://shibuya.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1310237


 

 

9月行事予定
日 曜 行事等 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 日 曜 行事等

1 火 安全指導・点検④ 5 5 6 6 6 6 1 月 安全指導・点検⑤  給食無

2 水 なかよし班遊び③13:40下校 4 4 4 4 4 4 2 火 給食無

3 木 避難訓練④2h(不審者) 5 5 6 6 6 6 3 水
給食始 まなび3-6年

 打楽器出前授業4年

4 金 委員会④卒アル撮影 4 5 5 5 6 6 4 木

5 土 開校記念日 5 金
委員会⑤

1年金曜５時間開始

6 日 6 土

7 月 5 5 5 6 6 6 7 日

8 火 パラスポーツ体験3年56h 5 5 6 6 6 6 8 月
計測+保健指導34年

プレゼン出前授業6年　夏休み作品展始

9 水 校内研究授業2年1組5h　まなび3ー6年 4 4 4 4 4 4 9 火
計測+保健指導12年

 マーチング練習6年6h

10 木
心の劇場「王子と少年」6年

めぐろパーシモンホール13:30開演 5 5 6 6 6 6 10 水 短縮時程12:55下校

11 金 薬物乱用防止教室6年　クラブ④卒アル撮影予備日 4 5 5 6 6 6 11 木 計測+保健指導56年

12 土 12 金 遠足1年（バス・弁当）

13 日 13 土

14 月 5 5 5 6 6 6 14 日

15 火 河津事前健診　 5 5 6 6 6 6 15 月 敬老の日

16 水 河津移動教室始４年　 4 4 4 7 4 4 16 火

17 木
河津移動教室終４年

着衣泳6年34h 5 5 6 6 6 6 17 水 校内研究授業③ まなび3-6年

18 金
給食終 夏休み前指導

授業水泳指導終　飯山事前健診 4 4 4 4 4 4 18 木
世界陸上体験５年　児童集会③昼休み

2年木曜6時間開始

19 土 19 金

20 日 20 土
学校公開 2ｈ道徳授業　３ｈ講演会 ４h道徳授業 5h学校

保健委員会 6h引取訓練 夏休み作品展終

21 月
飯山自然体験教室５年始

海の日、夏季休業日始 21 日

22 火 飯山自然体験教室５年　 22 月 振替休日

23 水 飯山自然体験教室５年終 23 火 秋分の日

24 木 24 水 なかよし班遊び④13:40下校 

25 金 25 木
遠足3年（電車・弁当）

歯磨き教室2年

26 土 26 金 クラブ⑤ 卒アル予備日

27 日 27 土

28 月 28 日

29 火 29 月 自転車教室

30 水 30 火

31 木

下校時刻凡例
備考 4=13:10　5=14:15　6=15:05 その他の場合は時間を記載します。

【東京都スクールカウンセラー勤務予定日】4日（金）・１1日（金）

【渋谷区スクールカウンセラー勤務予定日】1日（火）・8日（火）・15日（火）

★本校教職員の勤務時間は、午前8時10分～16時40分です。（給食指導のある日は、15時40分～16時25分が休憩時間に

なります。）電話応対や面談は、原則として勤務時間内で行います。加計塚小学校では、教職員の働き方改革を推進しておりま

す。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

7月行事予定 下校時刻（多少前後します）

★9日（水）は校内研究授業の為、2年1組は5時間授業になります。（下校は2時10分ごろの予定です。）


